
京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱

（目的）

第１条 この要綱は、京都府木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱（以下「補助金交

付要綱」という。）に基づき耐震診断を行う京都府木造住宅耐震診断士（以下「耐震

診断士」という。）の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこと

による。

(1) 耐震診断士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号。以下「法」という。）第２

３条第１項の規定により登録を行っている建築士事務所（京都府内に所在するもの

に限る。以下「建築士事務所」という。）に所属する法第２条第１項に定める建築

士であって、第６条の規定により京都府木造住宅耐震診断士登録簿（以下「登録簿

」という。）に登録された者をいう。

(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 補助対象事業 補助金交付要綱第３条に規定する補助対象事業をいう。

（耐震診断士の業務）

第３条 耐震診断士は、補助対象事業を実施する市町村の依頼により当該耐震診断士が

所属する建築士事務所が実施する耐震診断に係る業務を行うものとする。

（耐震診断士の責務）

第４条 耐震診断士は、前条の業務を行うに当たり知り得た秘密について、他に漏らし

てはならない。

２ 耐震診断士は、知事が特に認める場合を除き、前条の業務を行うに当たり、耐震診

断以外の業務を行ってはならない。

３ 耐震診断士及び建築士事務所は、耐震診断士の名称を使って、前条の業務以外の業

務を行ってはならない。

４ 耐震診断士は、前条の業務を行う際には、常に第７条に定める登録証を携帯するも

のとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

（登録の申請）

第５条 耐震診断士の登録を受けようとする者は、第12条に定める講習会を受講後１年

以内に、次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。

(1) 登録申請書（別記第１号様式）

(2) 法第５条第２項の規定による建築士免許証の写し

(3) 第12条の講習会の修了証（又は受講を証する書類）の写し

(4) 写真２枚（申請前６箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって縦

４センチメ－トル、横３センチメ－トルのもの）



（登録の実施）

第６条 知事は、前条の規定による申請を受け耐震診断士の登録を行うことが適当であ

ると認める場合は、登録簿に登録するものとする。

（登録証の交付）

第７条 知事は、前条の規定による登録の実施をした者に対し、京都府木造住宅耐震診

断士登録証（別記第２号様式。以下、「登録証」という。）を交付するものとする。

（登録証の再交付）

第８条 耐震診断士は、登録証をき損し、汚損し、又は亡失した場合は、第５条第４号

に定める写真を添付して、京都府木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書（別記第３

号様式）を知事に提出するものとする。

２ 知事は、前項の申請を受けやむを得ないと認める場合は、申請者に登録証を再交付

するものとする。

３ 耐震診断士は第１項に定める再交付を申請した後、亡失した登録証を発見した場合

は、発見した日から１０日以内に知事に返納しなければならない。

（登録事項の変更）

第９条 耐震診断士は、第５条第１号に定める申請書の記載事項に変更があった場合は

、京都府木造住宅耐震診断士登録事項変更届（別記第４号様式）を知事に提出するも

のとする。

２ 耐震診断士は、登録事項の変更に氏名の変更を含む場合は、前項の届出に併せて第

５条第４号に規定する写真を添えて登録証を返納しなければならない。

３ 知事は、前項により登録証が返納された場合は、届出者に氏名を変更した登録証を

再交付するものとする。

（登録の取消し）

第10条 知事は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消す

ことができる。

(1) 耐震診断士の要件を満たさなくなった場合

(2) 第４条の責務に反し、知事が登録を行うことが不適当と認める場合

(3) 前２号に規定する場合のほか、知事が登録を取り消すことが必要と認める場合

２ 耐震診断士は登録の取消しを申請する場合は、京都府木造住宅耐震診断士登録取消

届（別記第５号様式）を知事に提出しなければならない。

３ 耐震診断士が死亡し、又は失そう宣告を受けた場合は、戸籍法（昭和22年法律第22

4号）に規定する死亡又は失そう宣告の届出義務者は、死亡又は失そう宣告の日から3

0日以内に、京都府木造住宅耐震診断士登録取消届（別記第５号様式）を知事に提出し

なければならない。

４ 知事は、第１項の規定により登録を取り消した場合又は第２項及び前項の規定によ

り届出があった場合は、その者を登録簿から抹消し、登録証を返納させるものとする

。ただし、第１項の規定により登録を取消した場合は、その旨を本人に通知するもの



とする。

（名簿の作成等）

第11条 知事は、耐震診断士を登録した名簿を作成するものとし、補助対象事業を実施

する市町村においてその名簿を閲覧に供するものとする。

（講習会）

第12条 京都府は、耐震診断士の養成を目的とし耐震診断の実施及び補助対象事業に

関する内容の講習会を開催するものとする。

２ 京都府は、京都府以外が開催する前項に掲げる内容と同等の内容と認める講習会

等について、前項に代わる講習会として認めることができる。

（その他）

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１６年９月３日から施行する。



別記

第１号様式（第５条関係）

京都府木造住宅耐震診断士登録申請書

年 月 日

京都府知事 様

（申請者）

住 所

氏 名

（自署又は記名押印のこと。）

京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱第５条の規定により登録を申請します。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

なお、第11条の規定により閲覧に供することに同意します。

（添付書類）

１ 京都府木造住宅耐震診断士調書（別紙）

２ 建築士法第５条第２項の規定による建築士免許証の写し

３ 第12条の講習会の修了証（又は受講を証する書類）の写し

４ 写真２枚（申請前６箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって縦４センチ

メ－トル、横３センチメ－トルのもの。なお、写真裏面には、氏名及び撮影年月日を記入し、

別紙にちょう付してください。）

※以下の欄には記入しないでください。

1 2 3 4



別紙

京都府木造住宅耐震診断士登録調書

ふりがな

氏名

生年月日

住所 〒

電話番号

ＦＡＸ番号

E-maiｌアドレス

建築士 １級 ２級 木造

建築士登録番号

所属団体 （社）京都府建築士会

その他（ ）

建築士事務所名

事務所登録番号

代表者名

所在地 〒

電話番号

*ＦＡＸ番号

*E-maiｌアドレス

*ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL

*所属団体 （社）京都府建築士事務所協会

その他（ ）

*印の項目については、名簿に掲載を希望する場合のみ記入してください。

※以下の欄には記入しないでください。

登録年月日

登録番号

写真貼付

６箇月以内に撮影

正面、上半身、無帽、無

背景、縦４㎝×横３㎝

写真貼付

６箇月以内に撮影

正面、上半身、無帽、無

背景、縦４㎝×横３㎝



別記

第２号様式（第７条関係）

（表）

（裏）

注 寸法は縦55ミリメートル、横91ミリメートルとする。

京都府木造住宅耐震診断士登録証

氏 名

生年月日 年 月 日

登録番号 第 号

発 行 年 月 日

京都府知事 山田啓二

写真

縦４㎝×横３㎝

京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱 （抜粋 ）
（耐震診断士の業務）
第３条 耐震診断士は、補助対象事業を実施する市町村の依頼により
当該耐震診断士が所属する建築士事務所が実施する耐震診断に係
る業務を行うものとする。
（耐震診断士の責務）
第４条 耐震診断士は、前条の業務を行うに当たり知り得た秘密につい
て、他に漏らしてはならない。
２ 耐震診断士は、知事が特に認める場合を除き、前条の業務を行うに
当たり、耐震診断以外の業務を行ってはならない。
３ 耐震診断士及び建築士事務所は、耐震診断士の名称を使って、前
条の業務以外の業務を行ってはならない。
４ 耐震診断士は、前条の業務を行う際には、常に第７条に定める登録
証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを
提示しなければならない。
※連絡先 京都府建設交通部建築指導課

(075 )414 5346 (075 )451 1991TEL - FAX -



別記

第３号様式（第８条関係）

京都府木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書

年 月 日

京都府知事 様

（申請者）

住 所

氏 名

登録番号

（自署又は記名押印のこと。）

次の理由により、京都府木造住宅耐震診断士登録証をき損し、汚損し又は亡失したので、

京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱第８条第１項の規定により登録証の再交付を申請

します。

なお、亡失した登録証を発見したときはこれを返納します。

き損し、汚損し

又は亡失した

理由

（添付書類）

写真２枚（申請前６月箇以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景であって縦４センチメ－ト

ル、横３センチメ－トルのもの。なお、写真裏面には、氏名及び撮影年月日を記入し、写真貼

付欄にちょう付のことしてください。）

※以下の欄には記入しないだください。

登録年月日

登録番号

写真貼付

６箇月以内に撮影

正面、上半身、無帽、無

背景、縦４㎝×横３㎝

写真貼付

６箇月以内に撮影

正面、上半身、無帽、無

背景、縦４㎝×横３㎝



別記

第４号様式（第９条関係）

京都府木造住宅耐震診断士登録事項変更届

年 月 日

京都府知事 様

（申請者）

住 所

氏 名

登録番号

（自署又は記名押印のこと。）

京都府木造住宅耐震診断士登録事項の変更が生じたので、京都府木造住宅耐震診断士

登録制度要綱第９条第１項の規定によりその変更を届け出ます。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

なお、第11条の規定により閲覧等に供することに同意します。

（添付書類）

１ 京都府木造住宅耐震診断士登録事項変更届調書（別紙）

２ 建築士免許に変更がある場合には、建築士法第５条第２項の規定による建築士免許証の

写し

３ 氏名に変更がある場合には、写真２枚（申請前６箇月以内に撮影した正面、上半身、無

帽、無背景であって縦４センチメ－トル、横３センチメ－トルのもの。なお、写真裏面には、氏

名及び撮影年月日を記入し、別紙にちょう付してください。）

※以下の欄には記入しないでください。

1 2 3 4



別紙

京都府木造住宅耐震診断士登録事項変更届調書
変更前 変更後

ふりがな

氏名

生年月日

住所 〒 〒

電話番号

番号FAX

E-mailｱﾄﾞﾚｽ

建築士 級 級 木造 級 級 木造1 2 1 2

建築士登録番号

所属団体 社 京都府建築士会 社 京都府建築士会( ) ( )

( ) ( )その他 その他

建築士事務所名

事務所登録番号

代表者名

〒 〒所在地

電話番号

番号*FAX

*E-mailｱﾄﾞﾚｽ

*ﾎー ﾑﾍ゚ ｼーﾞURL

所属団体 社 京都府建築士事務所協会 社 京都府建築士事務所協会* ( ) ( )

( ) ( )その他 その他

*印の項目については、名簿に掲載を希望する場合のみ記入してください。

登録年月日

登録番号

写真貼付

６ヶ月以内、無帽

正面、上半身、無背景

縦４㎝×横３㎝

写真貼付

６ヶ月以内、無帽

正面、上半身、無背景

縦４㎝×横３㎝



別記

第５号様式（第10条関係）

京都府木造住宅耐震診断士登録取消届

年 月 日

京都府知事 様

（申請者）

住 所

氏 名

（自署又は記名押印のこと。）

登録を取り消したいので、京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱第10条第２項又は第３

項の規定により登録の取消しを届け出ます。

登録番号

登録年月日

ふりがな

氏名

生年月日

住所 〒

電話番号

ＦＡＸ番号

（添付書類）

１ 登録証

２ 第10条第３項の規定により死亡又は失そうの届出義務者が届け出る場合は、それを証する

書類


